
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
件

三
七
六

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件

三
七
六

○
患
畜
又
は
疑
似
患
畜
の
発
見
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
件

三
七
六

○
指
定
漁
船
を
普
通
損
害
保
険
に
付
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
同
意
が
あ
っ
た
件

三
七
七

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件

三
七
七

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

三
七
七

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件

三
七
七

○
農
業
振
興
地
域
と
し
て
指
定
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

三
七
八

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

三
七
八

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
件

三
七
八

○
都
市
計
画
の
決
定
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
件

三
七
九

○
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
件
二
件

三
七
九

福
島
県
企
業
局

○
福
島
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

三
七
九

福
島
県
教
育
委
員
会

○
福
島
県
教
育
委
員
会
が
管
理
す
る
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等

に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三
八
二

告

示

福
島
県
告
示
第
五
百
七
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
五
年
七

月
二
十
六
日
か
ら
同
年
十
一
月
二
十
六
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り

課
、
福
島
県
県
南
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
白
河
市
産
業
部
商
工
課

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
七
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

カ
ワ
チ
薬
品
白
河
東
店

福
島
県
白
河
市
中
田
百
十
番
一
ほ
か

二

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

（
変
更
前
）
（
仮
称
）
カ
ワ
チ
薬
品
白
河
中
田
店

（
変
更
後
）
カ
ワ
チ
薬
品
白
河
東
店

三

変
更
し
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
七
月
十
七
日

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
五
年
七
月
十
七
日

五

届
出
を
し
た
者

株
式
会
社
カ
ワ
チ
薬
品

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
八
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二
十

五
年
七
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
八
月
二
十
六
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ

く
り
課
、
福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
郡
山
市
商
工
観
光

部
商
工
振
興
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
七
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

Ｊ
Ｒ
郡
山
市
民
市
場

福
島
県
郡
山
市
燧
田
百
九
十
五
番
地

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
郡
山
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
九
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

家
畜
が
患
畜
又
は
疑
似
患
畜
と
な
っ
た
こ
と
の
発
見
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
五
年
七
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平
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患
畜
及
び
疑
似

病

名

畜

種

発
見
群
数

発
見
の
場
所

発
見
年
月
日

摘

要

患
畜
の
区
分

腐
蛆
病

蜜
蜂

患
畜

三
群

石
川
郡

平
成
二
五
年

自
衛
殺

七
月
一
七
日（

畜

産

課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
十
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

小
名
浜
加
入
区
の
指
定
漁
船
所
有
者
か
ら
、
そ
の
所
有
す
る
指
定
漁
船
の
全
部
を
普
通
損
害
保
険
に
付

す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
同
意
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
五
年
七
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

（
水

産

課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
五
年
七
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
五
年
七
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

の
別

県
道
福
島

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
若

変
更
前

一
八
・
〇
〜

二
八
・
〇

吾
妻
裏
磐

宮
字
吾
妻
山
国
有
林
一
九

二
一
・
六

梯
線

一
林
班
る
二
小
班
地
先
か

ら

変
更
後

一
八
・
〇
〜

二
八
・
〇

同

郡
同

町
大
字
若

三
八
・
六

宮
字
吾
妻
山
国
有
林
一
九

一
林
班
る
二
小
班
地
先
ま

で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建

設
事
務
所
で
平
成
二
十
五
年
七
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
七
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
福
島
吾
妻
裏
磐
梯

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
若
宮
字
吾
妻
山

平
成
二
五
年
七
月
二
六
日

線

国
有
林
一
九
一
林
班
る
二
小
班
地
先
か

ら同

郡
同

町
大
字
若
宮
字
吾
妻
山

国
有
林
一
九
一
林
班
る
二
小
班
地
先
ま

で

（
道
路
計
画
課
）

公

告

公
告
第
二
百
三
十
四
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
七
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
七
月
十
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
桑
折
町
共
に
生
き
る
社
会
を
創
る
会

三

代
表
者
の
氏
名

髙
橋

徹

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
伊
達
郡
桑
折
町
大
字
南
半
田
字
二
本
木
二
十
五
番
地
の
十
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
主
に
一
般
企
業
で
就
労
が
困
難
な
様
々
な
障
が
い
が
あ
る
人
た
ち
に
、
働
く
場
の

提
供
と
日
常
の
生
活
に
関
す
る
サ
ポ
ー
ト
を
図
る
た
め
、
就
労
に
必
要
な
知
識
及
び
能
力
の
向
上
の

た
め
に
必
要
な
訓
練
や
自
立
生
活
に
必
要
な
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
障
が
い
者
に
関
す
る
様
々
な

問
題
に
つ
い
て
の
研
修
の
開
催
、
会
報
の
発
行
等
地
域
に
対
す
る
啓
発
活
動
を
行
い
、
障
が
い
の
有
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無
に
か
か
わ
ら
ず
安
心
し
て
楽
し
く
生
活
で
き
る
「
共
生
社
会
」
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。

（
文
化
振
興
課
）

公
告
第
二
百
三
十
五
号

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
農
業
振
興
地
域
と
し
て
指
定
す
る
件
（
昭
和
四
十
五
年
公
告
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
こ
の
改
正
に
係
る
関
係
図
面
を
福
島
県
農
林
水
産
部
農
業
支
援
総
室
農
業
担

い
手
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
七
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

表
二
本
松
市
の
項
地
域
の
欄
の
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
用
途
地
域

と
し
て
、
平
成
二
十
五
年
二
本
松
市
告
示
第
百
十
二
号
に
よ
り
変
更
さ
れ
た
後
の
用
途
地
域
の
区

域

（
農
業
担
い
手
課
）

公
告
第
二
百
三
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
五
年
七
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
区
の
名
称

大
玉
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

官
野

傳

安
達
郡
大
玉
村
玉
井
字
定
場
二
四
二
番
地

同

渡
邉

泰
章

同

郡
同

村
玉
井
字
前
原
四
九
番
地
六

同

菊
地

傳
壽

同

郡
同

村
大
山
字
高
屋
敷
一
一
〇
番
地
一

同

渡
邉

喜
代
吉

同

郡
同

村
玉
井
字
石
橋
一
一
五
番
地

同

武
田

富
夫

同

郡
同

村
玉
井
字
西
ノ
内
一
八
二
番
地
一

同

遠
藤

実

本
宮
市
本
宮
字
平
井
二
二
二
番
地
一

同

遠
藤

一
郎

安
達
郡
大
玉
村
玉
井
字
上
永
峰
七
七
番
地
二

同

松
本

昇

同

郡
同

村
大
山
字
大
橋
平
一
一
三
番
地

同

佐

德

同

郡
同

村
玉
井
字
反
田
五
五
番
地

同

國
分

隆
一

本
宮
市
本
宮
字
赤
坂
八
〇
番
地
六

監
事

伊
藤

正
志

安
達
郡
大
玉
村
玉
井
字
堺
七
六
番
地

同

渡

定
和

本
宮
市
本
宮
字
小
原
田
一
二
九
番
地
一

同

遠
藤

清
二

安
達
郡
大
玉
村
大
山
字
下
谷
地
七
番
地

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

渡
邉

泰
章

安
達
郡
大
玉
村
玉
井
字
前
原
四
九
番
地
六

同

武
田

富
夫

同

郡
同

村
玉
井
字
西
ノ
内
一
八
二
番
地
一

同

國
分

隆
一

本
宮
市
本
宮
字
赤
坂
八
〇
番
地
六

同

遠
藤

実

同

市
本
宮
字
平
井
二
二
二
番
地
一

同

中
塚

敏
夫

安
達
郡
大
玉
村
玉
井
字
立
道
三
番
地
四

同

遠
藤

勇
雄

同

郡
同

村
玉
井
字
馬

内
一
七
九
番
地

同

三
浦

巳
吉

同

郡
同

村
大
山
字
大
橋
平
二
二
番
地

同

渡
邉

喜
代
吉

同

郡
同

村
玉
井
字
石
橋
一
一
五
番
地

同

鈴
木

政
一

同

郡
同

村
大
山
字
大
坪
九
一
番
地

同

鈴
木

善
彦

同

郡
同

村
大
山
字
住
吉
二
番
地
五

監
事

佐

德

同

郡
同

村
玉
井
字
反
田
五
五
番
地

同

渡

定
和

本
宮
市
本
宮
字
小
原
田
一
二
九
番
地
一

同

渡
邉

雄
一

安
達
郡
大
玉
村
大
山
字
北
谷
地
三
六
番
地

（
農
村
計
画
課
）

公
告
第
二
百
三
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
者
か
ら
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
五
年
七
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
事
業
を
行
っ

地
区
名

土
地
改
良
事
業
の

施
行
認
可
の
年
月
日

工
事
の
完
了
年
月
日

た
者
の
名
称

種
類

会
津
宮
川
土
地
改
良
区

安
田

農
山
漁
村
活
性
化

平
成
二
一
年
八
月
六

平
成
二
三
年
四
月
二

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
支

日

六
日

援
交
付
金
事
業
（
基

盤
整
備
）

同

佐
賀
瀬

農
山
漁
村
活
性
化

平
成
二
一
年
九
月
九

平
成
二
三
年
四
月
二

川

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
支

日

六
日

援
交
付
金
事
業
（
基

盤
整
備
）

同

吉
田

農
山
漁
村
活
性
化

平
成
二
二
年
八
月
五

平
成
二
五
年
三
月
二

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
支

日

七
日

援
交
付
金
事
業
（
基

盤
整
備
・
農
業
用

用
排
水
施
設
）

（
農
村
計
画
課
）

�

� �

�

喰

�

�
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公
告
第
二
百
三
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
二
本
松
市
か
ら

二
本
松
都
市
計
画
地
区
計
画
の
決
定
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
次
の
と
お
り

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
七
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

縦
覧
に
供
す
る
図
書

総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
場
所

福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
都
市
計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課

（
都
市
計
画
課
）

公
告
第
二
百
三
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
二
本
松
市
か
ら
二
本
松
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し

の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
七
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

縦
覧
に
供
す
る
図
書

総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
場
所

福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
都
市
計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課

（
都
市
計
画
課
）

公
告
第
二
百
四
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
二
本
松
市
か
ら
二
本
松
都
市
計
画
土
地
区
画
整
理
事
業
の
変
更
に
係
る
関
係
図

書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
七
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

縦
覧
に
供
す
る
図
書

総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
場
所

福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
都
市
計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課

（
都
市
計
画
課
）

福
島
県
企
業
局

福 島 県 企 業 局 財 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。
平 成 25年 ７ 月 26日

福 島 県 知 事 佐 藤 雄 平
福 島 県 企 業 局 管 理 規 程 第 ６ 号

福 島 県 企 業 局 財 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程
福 島 県 企 業 局 財 務 規 程 （ 昭 和 44年 福 島 県 企 業 局 管 理 規 程 第 ８ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。
第 ２ 条 に 次 の ２ 号 を 加 え る 。
⑿ 所 管 換 え 同 一 会 計 内 の 固 定 資 産 管 理 権 者 間 に お い て 、 公 用 、 公 共 用 又 は 職 員 公
舎 の 用 に 供 す る た め 固 定 資 産 の 管 理 を 移 す こ と を い う 。

⒀ 会 計 換 え 公 営 企 業 に 係 る 会 計 か ら 他 の 会 計 に 固 定 資 産 の 管 理 を 移 す こ と を い う 。
第 ８ 条 第 １ 項 の 表 10の 項 中 「 譲 渡 を 含 む 。 ） 」 の 次 に 「 、 会 計 換 え 」 を 加 え る 。
第 136条 中 「 そ の 管 理 に 係 る 固 定 資 産 を 他 の 固 定 資 産 管 理 権 者 の 管 理 の 下 に 移 す こ と 」

を 「 所 管 換 え 」 に 改 め る 。
第 136条 の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。
（ 会 計 換 え ）

第 136条 の ２ 固 定 資 産 管 理 権 者 は 、 県 の 事 務 事 業 の 執 行 上 必 要 が あ る と き は 、 管 理 す
る 固 定 資 産 に つ い て 、 会 計 換 え を す る こ と が で き る 。

２ 会 計 換 え は 、 有 償 と す る 。 た だ し 、 管 理 者 が 、 特 別 の 事 情 が あ る と 認 め た と き は 、
こ の 限 り で な い 。

３ 固 定 資 産 管 理 権 者 は 、 第 １ 項 の 規 定 に よ り そ の 管 理 す る 固 定 資 産 の 会 計 換 え を す る
と き は 、 こ れ を 受 け る 者 と 協 議 し 、 会 計 換 固 定 資 産 引 継 書 に 当 該 固 定 資 産 に 係 る 関 係
書 類 及 び 関 係 図 面 を 添 え て 、 引 き 継 が な け れ ば な ら な い 。
第 151条 中 第 ２ 項 を 第 ３ 項 と し 、 第 １ 項 の 次 に 次 の １ 項 を 加 え る 。

２ 第 13 6条 の ２ 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 有 償 と す る 場 合 の 価 額 に つ い て は 、 会 計 換 え を 決
定 し た 時 点 で 分 譲 が な さ れ て い る 単 価 に よ り 算 出 さ れ る 価 額 に よ ら な け れ ば な ら な い 。
第 230条 中 第 115号 を 第 116号 と し 、 第 112号 か ら 第 114号 ま で を １ 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 111

号 の 次 に 次 の １ 号 を 加 え る 。



平成25年７月26日 金曜日 福 島 県 報 第2507号380

(112) 会 計 換 固 定 資 産 引 継 書 第 67号 様 式 の ２
第 67号 様 式 の 次 に 次 の １ 様 式 を 加 え る 。
�
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第 ６ ７ 号 様 式 の ２ （ 第 136条 の ２ 、 230条 関 係 ）

会 計 換 固 定 資 産 引 継 書

年 月 日

（ 引 受 者 職 氏 名 ） 様

引 継 者 職 氏 名 印

下 記 の 固 定 資 産 の 引 継 ぎ を し ま す 。

記

１ 引 継 ぎ の 理 由

２ 固 定 資 産 の 種 目

３ 固 定 資 産 の 名 称

４ 固 定 資 産 の 所 在 地

５ 固 定 資 産 の 地 目 、 構 造 、 規 格 等

６ 数 量

７ 会 計 換 え に 処 す 有 償 価 額

年 月 日

（ 引 継 者 職 氏 名 ） 様

引 受 者 職 氏 名 印

上 記 の 固 定 資 産 の 引 継 ぎ を 受 け ま し た 。

備 考 １ こ の 引 継 書 は 、 ２ 通 作 成 し 、 引 継 者 及 び 引 受 者 が 各 １ 通 を 保 存 す る こ と 。
２ 用 紙 の 大 き さ は 、 日 本 工 業 規 格 Ａ 列 ４ 番 と し 、 縦 長 に し て 用 い る こ と 。



【定価 １箇月 3,390円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています｡
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附 則
こ の 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 営 企 画 課 ）

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
が
管
理
す
る
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
七
月
二
十
六
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号

福
島
県
教
育
委
員
会
が
管
理
す
る
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
教
育
委
員
会
が
管
理
す
る
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
（
平

成
十
七
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
項
第
五
号
及
び
第
六
号
中
「
前
事
業
年
度
に
お
け
る
」
を
「
開
始
日
の
直
前
三
年
の
各

事
業
年
度
の
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
中
「前

事
業
年
度
に
お
け
る

」
を
「開

始
日
の
直
前
３
年
の
各
事
業
年
度
の

」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
教
育
総
務
課
）

｢前
事
業
年
度
に
お
け
る
｣

｢開
始
日
の
直
前
３
年
の
各
事
業
年
度
の
｣


